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午前10時00分開議 

○議長（初村 久苹君）  おはようございます。 

 ただいまから議事日程第４号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○議長（初村 久苹君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は、２人を予定しております。 

 それでは、届出順に発言を許します。９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  おはようございます。９番議員、会派市民協働の脇本啓喜です。 

 近年、気候変動はますます激しくなり、それに伴って、対馬市内においても毎年のように大雨
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による災害が発生しており、その被害は甚大化しています。今回は、気候変動を踏まえた災害対

策について、近年、市内で洪水被害に遭われた複数の被災者からのヒアリングも踏まえて、通告

に従い質問いたします。 

 （１）河川法第１６条及び河川法施行令第１０条に基づき、二級河川に指定された河川につい

ては各都道府県が河川整備基本方針を策定して国土交通省に提出する義務が課されています。し

かし、対馬市には４５本もの二級河川が指定されていますが、僅か１０河川のみしか河川整備基

本方針が提出されていません。この現状について市長の所見を求めます。 

 （２）近年の水害による甚大な被害を受けて、令和６年４月２６日付で国土交通省水管理・国

土保全局から、河川整備基本方針の変更の考え方についてが提示され、その冒頭で、以下の方針

が述べられています。 

 施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に備える水防災意識社会の

再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協働して

流域全体で行う流域治水への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。 

 ここで示された、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う流域治水への転換を推進とは、流

域治水のハード面強化は予算的に限界があり、それを補うために各自治体にソフト面での対応を

図ってほしいとの国からのメッセージだと私は認識しています。各地区で防災面で自助・互助が

十分機能するために、市としてどのような取組を展開しようとしているのか、市長の答弁を求め

ます。 

 以下、答弁によりまして、再質問を自席から行いたいと思います。お願いします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  おはようございます。脇本議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、市内の４５の二級河川のうち僅か１０河川のみしか河川整備基本方針が提出されてい

ないとのことでございますが、現状といたしましては、議員おっしゃられるとおり、市内の二級

河川４５河川のうち基本方針の提出が１０河川、整備計画がつくられているものが８河川となっ

ております。 

 平成９年に河川法の改正がされた際に、議員御指摘のとおり、河川整備の基本方針を定めてお

かなければならないとされています。しかしながら、４５河川には法改正前にハード面の整備が

ある程度終わっている河川もございます。また、御承知のとおり、基本方針、整備計画を策定す

るに当たり、費用負担が大きく、近年の降雨量などの自然条件も変化し続けていること、加えま

して、１つの河川改修事業は長期間に及ぶことも多く、その間の環境の変化も想定されるところ

であります。 

 一度定めますと、見直しなどで再度費用負担をすることとなりますので、全ての河川におきま
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してそれらを策定することは難しい課題でございます。 

 次に、２点目の流域治水に対して、各地区で自助・互助が十分機能するために、市としてどの

ような取組を行うかとのことでございますが、防災の基本として自助・共助・互助がありますが、

共助の一つとして、自主防災組織が挙げられます。 

 この自主防災組織につきましては、議員の御質問にあります流域治水に対するソフト面での対

応として大きな役割が期待されるわけであります。県による浸水想定区域の指定があった際には、

当該河川の流域の地区に対して河川ハザードマップを作成し、各家庭に配布しているところでご

ざいますが、今後も自主防災組織の組織化について積極的に推進していき、水害リスクの被害の

軽減を図ってまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  簡潔な答弁ありがとうございます。 

 再質問に入らせていただきます。 

 本市では、今後も過疎化が進行し、河川整備の費用対効果はますます悪化の一途をたどります。

先ほど市長がおっしゃられたように、幾ら法令で河川整備基本方針の策定が義務づけられている

からとはいえ、予算化のめどがつかない時点で河川整備基本方針を策定する財政的・人員的余裕

がないことは理解できます。しかも、これは対馬市ではなくて、県マターのことですので、対馬

市がどうこうと言うところではないというのもある程度理解はできます。 

 冒頭質問の（１）、（２）に対する市長の答弁を伺うと、防災の喫緊の課題はソフト面の対応

強化、つまり①各地区における事前の避難準備に関する住民との情報共有と、②災害時のタイム

リーな情報収集及び情報発信の確保であるとの私の認識とほぼ一致していると受け取らせていた

だいてよろしいかと思います。よろしいでしょうか。はい、うなずいていただきました。 

 では、まずさっきの①なんですが、各地区における事前の避難準備に関する住民との情報共有

について３つ提案いたします。市長の答弁を求めます。 

 Ａ、数年前の大雨の際に、佐護の深山地区や恵古地区は長年水害に苦しめられてきたことから、

どこに高齢者がお住まいで、水害の予兆があれば誰が避難所に連れていくかあらかじめ決められ

ているかのように避難がなされた。うまくいったと聞いております。自主防災組織を立ち上げる

ことまでは、過疎化と高齢化が進む地区では困難でも、例えば区長や各地区消防団を中心に、定

期的に避難訓練を実施していただくなど、市が奨励してみてはどうでしょうか。 

 Ｂ、ハザードマップの存在や市内複数二級河川に定点カメラが設置されており、長崎県のホー

ムページで動画が配信されていることなど、市民に防災情報の在りか及びアクセス方法を周知す

るなど、さらに工夫をしてはいかがでしょうか。 
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 Ｃ、ハザードマップの見直し。特に土砂災害警戒区域のレベルの細分化等が必要だと思われま

す。今回も、豊地区で避難所に指定されているところ、そこも土砂災害警戒区域に入っていたの

ですが、その検討は、行政主体ではなく地元住民も参画いただき実施してはどうでしょうか。こ

の３点について答弁をお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  ３点ございました。 

 まず、１点目の市民への奨励ということでございますけれども、このことにつきましては、こ

れからやはりソフト面の対策が重要であるということから、このことは今後の研究課題になろう

かというふうに考えております。 

 そして、次に２点目のハザードマップ等の見直しということでございますけれども、ハザード

マップ等の見直しというのが、やはりこれがどっちかといいますと県のほうが主体というような

こともございまして、市の防災関連から県のほうに、こういう状況でありますという打診はする

ことは可能だというふうには思っております。 

 そして、ハザードマップ等の警戒区域の見直し等について、地元主体ということでございます

けれども、このことについては、やはり県なら県がある程度引っ張っていくというスタイルでは

ないと、あまりにも地元主体でいろんな声が大き過ぎるとなかなかそれをまとめることが難しい

のかなと私個人、そういうふうに思っております。 

 そういうことで、今のスタイルで、やはり県そして市が引っ張っていく形で、地元の方の意見

も吸い上げていくという方法がよろしいのかなというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  まず、避難訓練については、研究課題としていくという答弁をい

ただきました。 

 それから、２番目のハザードマップの存在とか、とにかく今ある情報を市民に、こういうとこ

ろにあるということについての答弁はなかったようですが、そのことについても周知を図ってい

くということでよろしいですね。 

 最後のハザードマップの見直し、確かに県マターでありますし、市長のおっしゃるように、い

ろいろな意見があるとまとまりにくいというところもありますが、最後に、地元の意見の吸い上

げには取り組んでいくということをお聞きしましたので、どういった形かは今後検討するとして

も、やはり地元のことについては地元の方々が、特に消防団等が一番その事情を分かっていると

思いますので、そのあたりを、意見を吸い上げて、県の方にもこのハザードマップの見直しを図

っていただきたいというふうに進めていただければと思います。 
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 それから、②として、災害時のタイムリーな情報収集及び情報発信の確保について、これも

３つ提案いたします。市長の答弁を求めます。 

 まずＡとして、対馬市公式ＬＩＮＥをさらに防災に活用してはどうでしょうか。例えば、線状

降水帯が対馬市で予測された場合、防災無線とセットでＬＩＮＥでアラーム発信をするというこ

とはできないでしょうか。今回の被災者のヒアリングでは、たとえアラームが空振りに終わった

としても、市がつかんでいるなら夜中でも情報発信をしていただければ助かったという、そうい

う要望も出たことを申し添えます。 

 この方は、自家用車を３台廃車にされたような方もいらっしゃいますので、やっぱり夜中、な

かなか気づきにくい中、そういった情報が入ったら、ＬＩＮＥなり、それで知らせてもらえばま

た対処ができるかもしれませんので、検討をお願いします。 

 それからＢ、数年前の大雨時にＦａｃｅｂｏｏｋ「対馬Ｔｓｕｓｈｉｍａ」のニュースフィー

ドに動画を送っていただくよう呼びかけましたら、ＬＩＮＥの消防団員さんから、急激に水位が

上がる様子を投稿いただき、当時、防災担当者にも現地の情報を迅速に把握していただけたとい

う例がありました。身の安全を十分確保することを前提に、現地住民から周囲の現状を動画や写

真で対馬市公式ＬＩＮＥに送っていただき、タイムリーな現状把握がより充実できるよう、公式

ＬＩＮＥを双方向性へ変更検討できないでしょうか。 

 ３番目Ｃ、対馬市ケーブルテレビで防災情報をテロップで流すとか最新の情報をｄボタンで把

握できるようにするなど、スマホをお持ちでない高齢者にも、災害時になるべく最新の情報を届

ける手段を検討できないでしょうか。この３点について答弁を求めます。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  なかなか、ちょっと今書きとめよったら難しいですね。ちょっと答弁

が食い違う面もあろうかと思いますけども、御容赦お願いしたいと思います。 

 まず初めに、対馬市の公式ＬＩＮＥの活用ということで、アラーム発信ができないかというこ

とでございますけども、今、新たな防災システムにおきまして、この防災無線の内容を携帯電話

のほうに文字電話で取得ができるようということで、まず進めているということでございます。 

 それでまた、対馬市の公式ＬＩＮＥの方がアラーム発信ができるかどうかというのは、私今こ

の場ではちょっと回答はできませんので、また改めて担当職員等に聞いた上で回答したいという

ふうに思います。 

 それから、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、そしてまた対馬市の公式ＬＩＮＥの関係で、双方向性ができな

いかということであったと思いますけども、この双方向性ということで、ＬＩＮＥ友達であれば

ある程度できるんでしょうけど、対馬市の公式ＬＩＮＥが果たしてその双方向性ができるかどう

かといったことも、私もここはちょっとまだよく理解していないというか、回答はできないとこ
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ろでございます。これも、１点目と同じように、もう少し調べてからの回答をしたいと思います。 

 ３番目のケーブルテレビ等でのこのｄボタンの活用、要するに、これも双方向性ということで、

そしてまた、これを高齢者とかそういった方たちにその取得方法、操作方法を説明をしたらどう

かというようなことだとは思いますけども、このｄボタンにつきましては、私たちも日頃、特に

天気予報等ではｄボタンはよく活用をして、対馬地方の天気、そして出張先の天気等はどうかと

いったことで見ておりますけども、高齢者の方々はこれにはなかなかなじみが今のところないの

かなと思います。 

 ただ、民放あたりのｄボタンでは、クイズ番組とかそういったところはｄボタンを活用されて

あるところもありますので、このことについても、議員おっしゃられるような、そういうところ

が可能かどうかということも、これをもう少し研究をさせてほしいというふうに思います。 

 ちょっと、今このことについては総務部長の方が幾らか準備しているということでございます

ので、総務部長の方から答えます。 

○議長（初村 久苹君）  総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  災害時の情報発信の件についてになりますけど、台風で大雨等の警

報発令とか避難所の情報とか、一応ケーブルテレビ、ＬＩＮＥ、市ホームページで流しておりま

す。 

 先ほど、市長のほうからも申し上げましたように、今防災システムの更新を行っていまして、

この中で＠ＩｎｆｏＣａｎａｌ（アットインフォカナル）というのを導入するようにしておりま

す。これは、各スマートフォン、そちらの方にアプリを入れてもらって、それが出来上がれば一

応今年と来年の事業になるんですけど、それが出来上がれば、アラーム発信、その辺もできるよ

うになります。 

 それと、動画の関係なんですけど、この分については、確かに個人さんの動画について、双方

向ができれば、そこの被害状況とかできると思いますので、その辺は今度の防災システム、その

辺と絡めた形でちょっと研究していきたいなと考えております。 

 それともう一点、ケーブルテレビのｄボタンの関係になるんですけど、ケーブルテレビについ

てはそういう警報発令、そういう分についてはテロップで流すようにはしています。実際今、流

れているかと思います。 

 そのｄボタンの活用についてですけど、市のほうの情報を入れるようにはできているんですけ

ど、新たな情報、例えばハザードマップをそれに入れ込んだりとか、そういうのについては、経

費等かなりかかってくるように聞いておりますので、その辺については今後の検討課題かなと思

っております。 

 以上でございます。 
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○議長（初村 久苹君）  脇本議員に申し上げます。一般質問一問一答方式ですけれど、多数にわ

たって言うたらちょっと覚えにくいと思いますので、一問一答でお願いします。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  そうですね。ただ、カテゴリーごとに３つずつさせていただきま

した。心に止めておきます。 

 今、総務部長からアラーム発信も公式ＬＩＮＥで可能になるかもしれない。研究すると。それ

から、公式ＬＩＮＥの双方向性についても研究するということを回答いただきました。 

 それから、ｄボタンは確かにタイムラグが出ますので、最新情報を流すのはちょっと難しいの

かなというふうに今思いました。ただｄボタンは双方向じゃないですので、言われていたように、

ハザードマップをｄボタンで見れるようにしておくとか、地域の情報については、小学校単位で

行事とかも入れられるような場所もありますので、改めてそういうところをつくり出さなくても、

そこに入れていけばいいのかなというふうに思いますので、ぜひ検討をお願いいたします。 

 それから３番目、１０月開催の一般会計決算審査特別委員会の市長総括質疑において、私はＤ

Ｘの本来の目的は単なるデジタル化ではなく、ＤＸ推進により本庁事務の効率化を図り、浮いた

人員を振興局や行政センターに戻して、現場に出向かせ、住民サービスの充実を図ることだと思

うが、市長はどう思うかと質問したところ、市長は、同感である旨の答弁をいただいたと思いま

す。 

 ところが、今定例会２日目の審議終了後に開催された議員全員協議会において、市役所の機構

改革が提案されて、その中で、上県庁舎に入居している北部建設事務所を厳原本庁舎建設部に、

北地区保健センターを豊玉庁舎の保健部に、美津島行政センターの水道業務を水道局へ集約した

いとの説明がなされたようです。 

 すみません。私は私用で２日間休んでいましたので詳しくは聞いていないんですが、直接担当

の課長等にもお話を聞かせていただいております。 

 この方向性は決算委員会時の答弁と真逆です。これでは、災害対応に遅れが生じることは避け

られないでしょう。さらに、本庁がある厳原地区以外の過疎化や、それに伴う地域力の減衰に拍

車をかけることになるのではないでしょうか。 

 そのほかにも、本庁舎のある厳原地区が地震等で壊滅的被害にあった場合、ほかの振興部が無

事であった場合、振興部で本部機能が担える体制をつくっておく必要があり、危機管理の観点か

らも、本庁への集約は誤った政策だと私は思います。本庁への職員の集約について、市長の本意

を市民に向けて分かりやすく御説明ください。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  今回の質問との関連質問だというふうには理解いたしますけれども、

要は、今議員おっしゃられたように、例えば本庁に集約してしまうと災害が、例えば本庁下地区
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のほうに集中発生した場合に、対応ができるのかというようなことだと私は理解しましたが、ま

ず、この中で北部、上対馬、上県地区のほうの災害対策を全く考えないといったようなことでは

ないということを理解してほしいと思います。 

 例えば、今現在、この中対馬振興部の方にも今、約８名の職員がおりまして、その中で、いろ

んな災害対策等も十分機能しながらやっているところでございます。今回の北部建設事務所を廃

止して、本庁に集約というか、それは大がかりな、大規模な道路、漁港、河川、こういったとこ

ろの設計関係でも今技術職員がかなり少なくなってきている状況、そしてまた、北部建設事務所

のほうあたりは、特にもう退職間近な課長補佐等の職員が結構人員が集中しているような状況で

ございますので、これをいち早く解決していかなければならない。そうなりますと、やはり技術

職員はある程度本庁の方で集約をしながら、うまく機能するように組織体制を見直した方がベ

ターだというようなことで、これは特に糸瀬議員のほうはすぐトップダウンとかいうことを言わ

れますけど、決してトップダウンじゃなくて、我々いつも職員組織の見直し関係でいろんな形で

話をしているところでございますけども、今回はそのことが、先ほど申しましたように人員が少

なくなっていく上ではベターじゃないのかなと、こういうことで、一昨日説明をさせていただい

たところでございますので、御理解をお願いしたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  まあ、人事は市長の専権事項ですので、私がどうこうというのも

あまりよくないことかもしれませんが、ただ、今北部の災害をもう切り捨てているわけじゃない

んだと。もちろん、それは十分理解できますし、技術職が足りない中、本庁に集約して、その大

きな計画等に当たらせたいというのも理解はできます。ただ、この技術職員を本庁に移すことで、

今現在も重機を扱える職員等がやっぱり昔に比べると少なくなってきていると思うんです。そう

いうのを、技術の人たちが結構資格を持っていたりするようなことを聞いてはいたんですが、河

川にたまった泥をよく取っていただいていたのもそういう方々だったと思いますし、今後、災害

時にやはりすぐに動ける、そういう知識のある方が各地にいらっしゃるということは心強いこと

だと思います。 

 専権事項ということで、あまり深入りするわけにもいきませんが、やはり庁舎内の事情だけで

はなくて、各地から職員が本庁に移ることで地域力というのも衰退していくと思うんです。その

あたり十分配慮をいただければと思います。この点についてはもうこのあたりでとどめたいと思

います。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  これは、特に市民の方に誤解を与えてはいけませんので申し述べます
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けども、まず、上対馬振興部の方に、この災害と、そしてまた日常の維持管理等に関することは、

その関係職員３名ほどは配置するということは説明もしております。 

 そして、先ほど重機等に乗るオペレーターという話もございましたけども、確かに何か今聞け

ば、１名オペレーターがいるということでございますが、そのようなオペレーターはそのままこ

の北部地域のほうに配置になろうかというふうに思っておりますし、そしてまた、災害時にそう

いった関係者がいないとすぐに対策はできないんじゃないかということでございますが、これは

対馬市の建設業協会のほうと協定を結んでおりますので、いざ何かあれば、その協力体制は敷い

ているということでお願いをしていくということで、今後進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  今、災害対策にかなう職員を３名残しますというお話がありまし

た。いろいろ考えていただいているなというふうに私も思います。 

 ただ、人数が減っていくということには変わりはないということで、先ほど言った地域力、地

域マネージャーをやろうと思っても人が残っていないと地域マネージャーもうまく活動できない

と思いますので、そのあたり十分配慮して、機構改革やっていただければと思います。 

 それから、近年、ハザードマップの作成が各自治体で鋭意進められていますが、避難所に指定

された公共施設が床上浸水の被害に遭遇するなど、想定をはるかに超える被害が起こっておりま

す。さすがに、土砂災害特別警戒区域には避難所は設置されていないようですが、土砂災害警戒

区域内に設置されている避難所、これもどれくらいの被害が起こるか、その警戒区域内でも差が

あると思うんです。そのあたり、避難所の見直し等の検討について市長の所見を求めます。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  避難所の見直しということでございますけれども、今現在、地区にあ

る集会所が警戒区域及び特別警戒区域等に指定された際には、その避難所の指定を外して、その

地より最寄りの避難所のほうへ避難させることをお願いするようにしております。そして、これ

は毎年開催されております地域防災計画の見直し等の会議等にもおきまして、指定避難所等から

除外をしていくといったことで進めるようにしているところでございます。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  先ほども申し上げましたけど、土砂災害特別警戒区域にはその避

難所は設置されていないようですが、どうしても地区の事情というか、ほぼ多くの地区で、実際、

土砂災害警戒区域内に避難所は設置されているところはたくさんあります。比田勝はほとんどそ

うじゃないですか。黄色い枠で囲まれている中に入っています。その中でも、やはり安全性、特

別警戒区域とそれから警戒区域、この２つしか分かれていないんですが、どうしてもその確保が
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できない地区があると思うんです、警戒区域内じゃないとというか、集落ほとんどがそういう黄

色のところにしか建物がないというようなところもあると思うんです。その中でも危険性が、危

険度が違うと思うんです。そのあたりをある程度把握して、この程度ならここはまだ避難所とし

て案内してもいかろうが、このくらいの雨が予想されるのであったらここは危険かもしれないと

いうことを色分けしていったらどうでしょうかという意味です。いかがですか。 

○議長（初村 久苹君）  総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  避難所の指定についてなんですけど、確かに、土砂災害であったり

とか、河川関係の洪水・高潮、その辺の状況によってその避難所が使用できるできないというの

は出てくるかと思います。その辺についても、避難所、例えば洪水の場合、ここは使えないけど

こちらのほうは使えますよと。そのあたりのすみ分けは今後考えていかなければならないかなと

思っております。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  なかなかもう、１８４も集落がある中、大変だと思いますが、や

はり安心して避難できるような場所を確保することは難しいと思うんです、対馬の中で。その中

で、ここだったら大丈夫だということをある程度色分けしていただければと思います。 

 それから５番目、年初の能登地震では、陸の孤島が多く生じる事態を目の当たりにしました。

１８４の集落を抱える対馬市でも分断される集落が生じることは十分想定され、ドローンを活用

した、分断された集落支援等の対応も検討すべきでしょう。 

 南海トラフ地震発生の際は、本土も甚大な被害を被り、対馬への災害支援は困難となる可能性

はかなり高いと思われます。さらには、空港や主要港湾が使用不能に陥り、救援物資を受けられ

ない事態も想定しておくべきでしょう。最低数日間でも生き延びるための被災時用食料の確保を

図っておくことも必要ではないでしょうか。 

 非常用備蓄並びに非常食に適した農業政策の企画及び実践も必要だと思われますが何かこのこ

とについてあれば答弁をお願いします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  ちょっと、このことについてはいきなり言われてもなかなか答弁は難

しいなと思います。 

 ただ、市といたしましても、この非常食用の備蓄というのはずっと計画的に行ってきておりま

すので、その点に関しては大丈夫だというふうに思っております。 

 ただ、言うように、どれだけの大きな津波が来るか分かりませんが、通常、避難所というか、

備蓄等はその高潮対策関係でもあまりそういった影響がないようなところに置いておりますので、

そのことについては今のところは安心かなというふうには思っております。 
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○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  この点については、自助・互助も十分期待していかないと公的だ

けでは難しいことだとは十分分かっておりますが、大丈夫だという根拠が僕にはよく分からない

んですね。やはり飛行機も船も対馬に来ない、来れない。何日か欠航が続いただけでもスーパー

の食料がなくなる、そういう島なわけですから、大丈夫ということではなくて、想定をして、例

えば非常用食品を市民が購入する際に何か手だてを市としてするとか、そういうことも検討はし

てみる必要はあるんじゃないでしょうか。 

 そして、やはり対馬市では食料自給率というのが低いわけですけれども、農業というのを、こ

こで消費できるようなものを推奨していくということを、農業公社等を通じて図っていく必要も

あるんじゃないかと、そういうふうに考えています。 

 特に、葉物とか、なかなか本土から来れなくなった場合、自分たちで準備しなければいけない。

農業について、もう少し自給力を高めていく施策を取る必要があるんではないかと思われます。 

 それから６番目、有害鳥獣対策が一生懸命やっていただいているのですが、森林は荒れて、大

雨の際に大量の土砂や木が集落に流れ込み、たびたび重大な洪水を引き起こす原因となっていま

す。また、森林の荒廃状況は加速度的に進行し、治水と同様に、治山も並行して実施する必要が

あります。 

 流木は、漂着ごみの全体で容積比約３割を占めており、その割合はますます高まっています。 

 余談ですが、対馬市のＳＤＧｓ推進策はリサイクルが目立っていますが、ごみを出さないこと

のほうがより重要だと私は思います。ごみゼロアイランドを掲げる本市において、防災とごみ削

減の観点からも、有害鳥獣対策の強化が必要であると思います。この点について市長の答弁を求

めます。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  防災上の観点からの有害鳥獣対策ということでございますけれども、

もちろん、今この集中豪雨等によりまして、以前よりも増して、この河川を通じて海のほうに残

材、そして木くず等が流れ込む率が多くなってきているということは、もう市民皆様も御承知の

ことかとは思っております。 

 これにつきましては確かにこのイノシシ、鹿等の有害鳥獣が下草を食べたり、そして山を踏み

荒らすといったことで、川を通じて流れやすくはなっていることは事実だというふうに思ってお

ります。そしてまた、それ以外に、今、対馬でも戦後植林された杉、ヒノキ等がかなり出されて

おります。この中で残材、これもありますので、この有害鳥獣対策についても、今後も、今ハン

ティングドローンあたりも活用しながらやっていこうとしておりますし、山林に残された残材に

ついてもバイオマスチップ等への活用を進めているところでございますので、このような事業を
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今後とも進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  今、リサイクルだけではなくてそういう有効活用も進めていきた

いという答弁をいただきました。ぜひ進めていただければと思います。 

 それから、最後に国土交通省のホームページ砂防施設の働き、砂防堰堤の働きについてによれ

ば、砂防堰堤（砂防ダム）は、経年でダムに土砂がたまっても防災効果があることが記載されて

います。しかし、近年の大雨時に厳原桟原地区や比田勝の水ケ浦下流砂防ダムが設置された流域

で、近隣地区より被害が激しかった例からも、ある程度土砂がたまったら取り除いた方がダムの

効果が向上することは明らかです。砂防ダムにある程度土砂がたまったら取り除いてもらうよう、

対馬振興局との連携を図っていただきたいと思います。 

 また、水害を助長するほど河川に土砂が堆積する前に除去すること、これは県と市といろいろ

地域があると思いますが、十分その点についても危険性を認識していながらハード面の不作為の

継続をすることは、天災でなく人災と言えるかもしれません。ハード面も可能な限りの対応をお

願いして、質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  これで、脇本啓喜君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（初村 久苹君）  暫時休憩します。再開を１１時５分からといたします。 

午前10時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時05分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 報告します。小島德重君から、早退の届出があっております。 

 引き続き、市政一般質問を行います。１３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  皆様、お疲れさまです。１３番議員、政友クラブの波田でござ

います。市長におかれましては、連日の高等な質疑応答、御苦労さまでございました。 

 質疑に入る前に、この時間をお借りしまして、一言、対馬市民の皆様方へ御報告とお願いを申

し上げます。 

 対馬市は、合併直後の財政破綻の危機を乗り越え、市制施行２０年を迎えたわけですが、この

間、未曾有の感染症となったコロナ禍を経て日本経済も回復するかとのごとく期待もむなしく、

対馬島内においても、物価の高騰がボディブローのように家計を圧迫し、閉塞感に包まれ、混沌
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とした日々を皆さんお過ごしではないでしょうか。 

 私ども、対馬市議会は、現在の任期を残り半年で終えようとしております。次の世代への人材

へ、議員の役割を確実につなぐことが私たち現職議員の責任であろうかと考えております。 

 議会を取り巻く現状においても、人口減少と高齢化により、議員へのなり手不足の傾向が小規

模自治体に出ており、本市も同様の事態となることが危惧されております。改めて、二元代表制

の意義を考えますと、首長と議会は常に危機感と緊張感を持ってその任務に臨まなければ、地域

に活力も生まれず、道は開けないと考えております。 

 当然、対馬市の現状を見れば、我々現職議員の力不足と評価される部分もあると思います。対

馬市においては、選挙運動に要する一定の費用を公費で負担する選挙公営制度など明文化し、な

りたい人ではなく、なってほしい人の登場に期待をしております。限りなく未来の希望が膨らむ

対馬づくりのため、その若い感覚と考えを議会の中に吹き込んでほしいと思っております。 

 次世代を背負って立つ優秀な人材の登場に期待を込め、広くお伝えしまして、一言添えさせて

いただきました。何とぞ、よろしくお願いしておきます。 

 では、通告しておりました内容に入らさせていただきます。 

 市長、私の今回の質疑は、おもてなしの心を主に観光面に着目し、流動人口を増やし地域の活

性化につながるようにと市政運営に努力を重ねていられることに対して、さらに深みが増す取組

ができますようにと、私の私感を入れ、お尋ねします。 

 私は、文化財や名所とは、地元住民の皆様方が納得し、誇りをもって末永く後世に伝えること

が、歴史の検証につながり市の発展があるものと思っております。 

 そこで、まず初めに、国史跡の金石城跡跡、旧金石城庭園、対馬藩宗家墓所一帯を今回取り上

げる中で、清水山城跡も歴史と文化が一体する観光名所であることは、誰もが知るところでござ

います。 

 清水山城跡は標高も高く、登城口まで行くのも一苦労です。現時点では、よそ様の玄関口を横

切る進入コースとなっており、博物館からスタートしても、休憩所もなく、ハードなコースであ

ると感じております。 

 まずは、市民皆様が登城しやすく、町並みと港を見下ろす景観スポットをつくってやるのはい

かがでしょうか。 

 また、登城口中腹まで住宅が点在しておりますことから、市道か私道が登城口付近まであるも

のと推察します。だとするならば、しっかりとした市道整備が急務ではないでしょうか。 

 今の時代、登城口まで車両が使用できるとするなら、登城者に思いやりがあるのではと感じて

おります。幸いにも、登城口付近には空き家や空き地があるようなので、何らかの対処はできな

いものでしょうか。御見解をお聞きしておきます。 
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 次に、上見坂公園までの進入道路の件ですが、現地を起点に、佐須小茂田コース・盒知焼松

コース・厳原桟原コースと３方向からの進入ができるのですが、観光を重視し、流動人口に力を

入れるはずなのに、印象を悪く持たれるのではと懸念をしております。 

 個人・団体ともに観光コースを決め、島内を満喫しながらの旅であり、全てにおいて、受入れ

側の対応が重要ではないでしょうか。 

 烏帽子岳展望台、万関展望台、上見坂展望台と、港や山・海を見渡すコースが選ばれているよ

うで、自然の豊かさが対馬の見どころであります。 

 再来やリピーターになっていただくためへの努力も受入れ側である私たちの務めではないでし

ょうか。 

 今回は、厳原桟原地区から上見坂コースの市道についてお尋ねします。 

 佐須坂トンネル開通により利用車両も少なくなり、台風や大風の後など、通行に支障があるよ

うであります。農道・林道とは違って、観光道路としての位置づけとするならば、市の管理不足

が目立つのではありませんか。延長も長く、管理が困難なことも理解しての質疑でありますが、

市長、管理しやすくなる名案などありましたら、後ほど御教授ください。 

 それと、最後にもう一点、厳原本川にかかっている大手橋橋についてでありますが、この問題

に関しましたら再三お話をさせております関係で、進捗状態は現時点ではよく、不明な点もござ

いますが、これまでにプロのドライバーの方々をはじめ、一般ドライバーの皆様にも聞き取りを

してみましたが、石の欄干とか主柱を目線より下げる、ドライバーが目視ができない方の意見が

多数でありました。景観も大事で、町並みとの調和も大切なことは理解しておりますが、安全第

一が最優先事項だと考えます。 

 今日まで担当者皆様といろいろな方面から考え方や対策などを協議をしてまいりましたが、そ

ろそろ政治判断をなされたらいかがでしょうか。市長の考え方を聞きまして、再度再質問のとき

でも掘り下げてみたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  波田議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、国指定史跡清水山城跡は観光名所として案内できる体制なのかということでございま

す。 

 現在、清水山城跡へは観光客の多くの方が、観光情報館ふれあい処つしまを集合場所として徒

歩で向かわれているケースが多いようであります。清水山城跡の近隣には、金石城跡、旧金石城

庭園、万松院が点在し、ストーリー性のある歴史観光ゾーンとなっております。また、対馬博物

館及び対馬朝鮮通信史歴史館もこのゾーン内にございますので、これらの史跡等を徒歩で周遊し

ながら、対馬の歴史に触れていただくことは、対馬旅の魅力であると考えております。 
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 清水山城跡の登山道入り口までは道路がございますが、非常に狭小であり、離合できない場所

も多く、住宅が建て込んでいる状況であります。また、トイレについては、既に観光情報館ふれ

あい処つしま、対馬博物館、清水が丘グラウンドなど近隣に整備されており、十分に整っている

というふうに考えております。 

 なお、道路の拡張や駐車場、トイレ等の整備を進める場合は、観光客の車が増えることで起こ

る地域住民への影響も考慮が必要であり、現段階では非常に難しいと考えております。 

 観光物産協会へのヒアリングでは、登山道入り口までのルートが分かりにくいとの声が多いと

のことでございますので、今後、誘導板等の設置箇所の精査、手すり等の改修、除草等の環境整

備を行い、徒歩での観光利用を進めてまいりたいと考えております。御理解をお願いいたします。 

 次に、上見坂公園を起点とする市道整備についてでございます。 

 本市が管理する市道は路線数も多く、台風・豪雨等による被害、また、経年劣化によります施

設の老朽化等も進んでおります。路肩等の崩壊などの維持工事をはじめ、路面清掃、側溝の土砂

堆積等に対して、各路線の通行量等を勘案しながら対応しているところでございます。 

 御質問の、市道厳原若田線は、平成２８年の佐須坂トンネル開通に伴い、市道に移管された道

路であります。移管後は、一般車両の利用頻度は少なくなっていますが、観光地であります上見

坂公園までの経路として、市道上見坂線と併せ、観光バス・観光客のレンタカー等の車両が移管

前と同様に利用されております。特に、観光地であります烏帽子岳への経路が令和６年４月から

通行止めとなったことから、これまで以上に利用されている状況でございます。 

 このような状況から、豪雨後のパトロール点検、またはバス会社及び個人からの通報・要望な

どがあった場合は現地を確認し、その都度を維持管理に努めているところでございます。 

 今後の市道管理につきましては、さらなる管理体制の強化を図り、特に観光地などにつながる

重要な路線につきましても適切にパトロールを実施し、市民の皆様、また観光客の皆様が安心し

て快適に通行できるよう、維持管理に努めてまいる所存でございます。 

 次に、３点目の横町線と国道接合部の改良についてでございますが、御指摘の箇所におきまし

ては、以前より安全面に配慮した改修が必要ではないかと提案を受けており、私自身も通るたび

に危惧しておりましたので、よい工法などないかと検討をしてまいりました。現状確認、また施

工時の状況を調査してみますと、親柱も大きく、袖にある石壁もしっかり固定されてあることか

ら、移設工事の費用もかさむことが想定されるため、市街地の整備事業で橋梁の端部に隅切り部

を設け、目視が容易になるように進めているところでございます。 

 市街地の整備を行います都市計画事業は、市街地の全体的な整備計画を策定する必要がござい

ます。そのため、工事着手まで期間を要することとなりますので、仮設的なものでございますが、

目視確認を補助するため、カーブミラーの設置を予定しております。 
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 以前にも、子どもから高齢者まで暮らしやすいまちづくりを目指しますと答弁しており、また

交差部の改修も都市計画事業に盛り込んで実施していくと答弁しておりますので、御理解賜りま

すようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  ありがとうございます。 

 それでは、先ほど結論が出ました３項目から再質問したいと思いますが、ただいま市長のお話

では、数回にわたる質疑の中で、結論として、隅切りを作る段取りをしておるんだと。しかし、

お金もかかるから、いろいろな、市長政治判断、単独ではできにくく、そういった準備しながら

進めるということでございますよね。 

 そこで、この問題に関しましたら、市長もはじめ、誰しも優先権がないんです、あそこは。た

だ、一時停止だけはありますよ。お互いが確認しなくちゃ進めない場所なんですね。そういうこ

とから考えた場合に、私に言わせますと、もともと国道を一時停止させて、市道が行き止まりな

んです。ああいうめちゃくちゃな方法があるわけがない。 

 それはそれとして考え方もあるんでしょうが、もともと出発から、横町を改良するときにでも、

あの橋の存在は分かっておったはずなんですよ。一時停止といいますか、直線、優先がある道路

でさえ、前で太鼓状になってますから、速度をダウンせんといかんわけです。それもう常に全て

の方が御存じです。先ほど話しますようにね、誰しもその話をしております。 

 今、市長が具体的に、仮設的にカーブミラーなんかをやりますと。それは仮設が永久にならな

いようにだけ１点お願いしておきますが、仮設でもそうでしょうが、本工事をできるだけ早く、

先ほどから言いますように、政治判断してください。誰かがどうなってからじゃ遅いんですよと

いう話をしてるんですよ。だから、横町が完了してからもう日にちもたつじゃないですか。それ

はもうどなたも気づいていると思いますので、何とか住みよいまちづくりができるはずなんです

よ。だから、そこら辺がもう一度、市長、いつ頃になるかだけ教えてください。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  この都市計画事業につきましては、令和７年度に準備等を順次いたし

まして、令和８年度から着手を目標として進めるようにしているところでございます。 

○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  えっ、私の聞き違いじゃないですね。令和８年という、今令和

６年ですよ。そんなにかかるんですか。そうですか。橋かなんかかけかえるんですか。 

 先ほどの話では、隅切りをと言われましたよ。隅切りが２年もかかるんですか。どうぞ。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 



- 142 - 

○市長（比田勝 尚喜君）  私の言い方がまずかったかなと思いますけども、要はこの橋の改修事

業もこの都市計画事業の一環として実施をしていくということで、この都市計画事業に盛り込む

ために、令和７年度までの作業をして、令和８年度に着手を目標とするということでございます。 

 あと、もしあれだったら、担当部長の方がそこについては詳しく説明をさせていただきたいと

思います。 

○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  市長、私が尋ねているのは、どちらにしても今の流れで行った

ら隅切りでしょう。今までのやり取りの中で理解はしておりますが、都市計画の一環としてやる

という御説明ですが、じゃなくて、市長が単独判断でもできるんじゃないですかと、今回尋ねて

いるの。だから政治判断はいかがなんでしょうかと言っているんですよ。どうですか、そこは。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  これについては、単独事業ではなくて、ほかの事業もいろいろござい

ますので、この都市計画事業を活用しながら進めていきたい。その間に、それまでの間、仮設的

なカーブミラーを設置したいということで、カーブミラーはすぐにでもできるものというふうに

考えております。 

 担当部長の方から答えさせます。 

○議長（初村 久苹君）  建設部長、内山歩君。 

○建設部長（内山  歩君）  仮設的な、補助的な部分になりますけれども、カーブミラーの設置

ということで、今年度中には設置するということで今進めております。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  なかなか、はいと言いづらいですけど、分かりました。御説明

は理解しました。 

 先ほどから話しますように、もう危険であるということは市長自ら理解していますね。自分が

事故に遭われたらもう少しスピードが出るんですかね。そのくらい皆さん困ってありますよ。そ

こを自分のものと受け入れながら早急な対応を、取りあえずカーブミラーでもということですか

ら、一日でも早く設置していただきながら、全てにマッチングした橋を造ってくれるようお願い

をしておきます。 

 それでは次に、そのまま続けてよろしいですか。上見坂の展望所について再度質疑をしたいと

思いますが、市長、先ほどの説明の中で、令和６年４月から烏帽子岳が、通行ができなくなった

ということから、必然的に、上見坂展望台へ観光バスなどの利用が増えることが問題提起をして

いるわけですよ、ここで。 
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 そういう中で、市道の在り方、観光ルートを考えてみましても、先ほどから烏帽子岳が使えな

くなると、必然のごとく上見坂も対象になってきますよね、観光ルートとして。私が今回、本当

に尋ねたかったことは、観光を目的として流動人口を増やしていこうという施策の中で、気づか

なかったのかということなんですよ。烏帽子岳が使えないようになれば、下地区からしまして、

もうないじゃないですか、何か所も、高台に上がるところは。そしたら使えないのは使えないん

ですよ、使用禁止の看板を立てただけじゃなくて。じゃ使えるところにどう気持ちよく行っても

らうかと考えるのが、我々の仕事じゃないですかというお話をしているんですよ。 

 だから、これは気づかなかったなら大変なことですね。市長がいつも言う、流動人口を増やし

て経済を活性化させろというのはうそになりますから。だからあえてこの話をしております。 

 私は担当部全ての方々が気づいてあると思いますが、直接苦情がなかったら知らん顔している

んでしょう。そうじゃなくて、先ほどから説明しますように、ここが近日でもよく風が吹きます

が、上がってみなはったら分かりますよ。 

 先ほどから、トンネルが開通してから、市に代わり、市道管理に代わり来るわけですが、抜本

的に、伐採するとか、大きく溝の掃除をするとか、観光をメインとした道路に考え方を切り替え

るとかしない限りは、あのままですよ。 

 いつも言いますが、通告してから１週間も１０日も日にちがかかっているんですが、市長行か

れたんですか、そしたら。ここに、私が通告してから。 

 そういうふうに、非常に久しく行く人も大変やなと思うんですよ。トンネルが開通してから、

なかなか一般も、関係のある方しか行かないみたいですよ。それが観光コースとなったならば、

ちょっと力の入れ方が変わってくるんじゃないか。そこだけ気づいていたか気づいてなかったか

をまず教えてください。担当部でもいいですよ。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  議員おっしゃられるように、要はやっぱり烏帽子岳のほうが通行止め

になった際には、こちらの方が恐らく増えるだろうということは、私自身も予測はしておりまし

た。そしてまた、担当部のほうに聞いたときも、やはり観光バス等は増えていますというような

ことでございました。 

○議長（初村 久苹君）  建設部長、内山歩君。 

○建設部長（内山  歩君）  烏帽子岳線の通行止め、こちらも当然建設課のほうに相談があって、

今後の復旧についてのお話があって、当然、それに伴って上見坂公園の方が増えるのではないか

ということで、そういう認識の下で維持管理はしていたんですけれども、やはり議員おっしゃる

とおり、維持管理に関して不足の部分があったということで、それから、一応今も、私も昨日現

地のほうを通って、あと会計年度任用職員、道路工夫のほうにも、この通告があってから、路面
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の清掃とか側溝の掃除とか随時させているところでございますけれども、今後におきましても、

先ほど市長が答弁されましたように、重要な路線というような認識で、今後維持管理に努めてま

いりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  そうですね。今言う烏帽子岳の関係で、増えてくるだろうとは

考えておったということでございますので、先ほどから言いますように、観光客の方に気持ちよ

く行っていただきながらという、リピーターという話もしたと思いますが、それっていうのはや

っぱり受入れ側じゃないですかね、全てにおいて。 

 そういったことで、なかなか個人で、ボランティアで木を切ってどうこうというわけにはいか

んわけですよ。だから、やっぱり市道となった以上は、市がどういった形かであそこに着目する

んだということを切替えはできないのか。ただ、県から頂いた道路だから、それを県に返せばい

いじゃないですか。管理ができんなら。それはすいませんね、乱暴な言い方なんですが、市道と

なった以上は、やっぱりメインとしたら上見坂の公園、展望台をみんな目的として上がらはるわ

けですから、そこに対して私が先ほどから言いますように、観光道路としての区分け、普通の林

道じゃなくて、それくらいの感覚にはなれませんか。もう一度御答弁をお願いします。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  もちろん、この道路分類上は観光道路というのはございませんけども、

通常、観光に資する道路ということでの観光道路として、今後この管理に当たってまいりたいと

いうふうに思っております。 

○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  ありがとうございます。市長、ワンランク上がった管理体制に

今聞こえました。非常に満足しました。そういった形で、要するに迎える側として、次の話も同

系になりますけども大事じゃないかなと思いますので、やっぱり先ほどから部長も詳細な説明も

あっておりました。それが確実にやっていただけるように、距離が長いから、なかなか大変です

よ。半分にはできんし、道路が。そういった意味から、やりやすいように。 

 提案なんですけど、道路に出ている伐採、１回切らんと、完全に側溝掃除をしないと、途中途

中したって同じことです。一風吹けばもう通れんようになるわけですから。そういうふうに少し

管理体制を強固にしていただきたいなという思いでありますので、この件はそこでよろしくお願

いしておきます。 

 それと、この問題の清水山城の話に戻ります。 

 今回は、なぜこれを取り上げたかと言いますと、金石城周辺から見ますと、案内経路は確かに
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設置はしてあります。先ほどからの説明では、徒歩で行くんだと。徒歩で行くんだということも

分かります。なかなか徒歩で行きづらいですよ、あそこには。だから、中腹までは市道なんです。

私が何をお願いしたいかと言いますと、博物館から上がっていったら、ちょうど突き当たりロー

タリーまでが市道で、それから登山道は直結しております。階段式で、民家の横を走っていって

いるところと思います。 

 そういう中で、先ほどから市長は、私の、休憩所に対しては十分だというような考えの話がな

されたようにありますが、私は決してそれが十分だと思いません。やっぱり、あの下から上がっ

ていったら、先ほど一例としてトイレの話も出ましたけども、登山道から市長は上がってみませ

んか。中腹に、空き地とか廃墟と言ったら失礼ですけど、そのくらいの家が点在していますよ。

そういったことも、景観面から考えても、その周辺付近整備も一つは考えなくちゃいけないか。

で、それは再利用できないかとか、普通考えるんじゃないかなと。 

 今、私と考え方が違いますから進めにくいんですけども、私としたら、車が使えるものならで

すよ、やっぱりそれも優しさじゃないかなと思うんですよ。御存じのように、博物館から上がっ

た突き当たり、ロータリーから左側に行きますと、家が２０軒ぐらい、私道でしょう、建ってお

りますよ。そういう中で、山道入り口までその私道が行っているわけですから。そこに行くまで

に空き地も点々とあるじゃないですか。私はこの空き地を、市長が優しさを表に出して、そこを

借りてやって、自由に休憩ができるとか、そういった配慮はできないかというのが今回の質問な

んですが、そこはどうでしょうか。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  ここは、私も二、三年前までは昼休み時間に毎日、ここのところまで

散歩で、行って帰ってくるまで約４０分くらいかかっておりましたけども、そのような関係で、

ここの地理的には熟知もしているつもりでございます。そこで、ここはやはり道路が途中まで市

道と、その先は私道になっているかと思うんですが、ここを改良するということは、ちょっとな

かなか難しいことだなということは以前から感じておりました。 

 そこで私、長崎市のほうが、長崎市内を長崎ぶらぶらということで、そういった観光方針を出

しておりますけども、ここのところについては、冒頭ちょっと答弁しましたように、博物館やら

万松院、そしてまた朝鮮通信使博物館等と一緒になって、歩く観光施設ということで整備をした

いと思っております。 

 その際、議員おっしゃられるように、確かに休憩所みたいなところが必要であれば、そこはま

た今後、検討をさせていただきたいと思いますし、その前に、まだまだ案内板等も不足というこ

とでありますので、ここら辺も精査をしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 
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○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  市長、要するにここの名所一帯は徒歩で体験・体感をしていた

だくものだという思いで進めておりますということですね。それはそれでいいんですが、先ほど

から言いますように、提案していますので、私道なり空き地なりを確認とってみてくれませんか

と言っているんですよ。 

 通っていいのか。今市長の話では、私道を何年も通りよった。私道を勝手に通ったらいかんで

す。私道なら。散歩に行ってきましたと言ってありますが、そういうことを考えたときに、先ほ

どから言いますように、２０軒も住まいがあるわけですね。そしたら、そこに住んである方がお

るわけですから、やっぱりそういった整備も必要じゃないんでしょうかという話をしております。 

 ついでの話に行って水道局長に尋ねますが、あそこに、私道の中に入っていますよね、防火水

槽なり。私道に公的資金を入れるんですか、そういう今理屈から言いますと。やっぱりそれは緊

急な場合とかまた特例のルールがあるかも分かりませんけれども、その一言で区切られないじゃ

ないですか。住まいがある以上は住みやすくしてやらないと。 

 それと同時に、ついでに、優しい観光地にはできないかという話なんですが、もう一度どうで

しょうか。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  水道局長の方はまた後ほど答弁させていただきたいと思いますけれど

も、要は、議員おっしゃられたように、おもてなしの心を持った観光施策ということでございま

すので、私たちも、ここについては、階段のところが私も個人有地だったというのはちょっと思

ってはおりませんでした。昔の赤道みたいな公道的なものかなというふうなことで考えておりま

したので、ここについてはまた、後ほど確認をさせていただきたいと思っております。 

 要は、ここのところの、おもてなしの心を持って、お客様が本当に喜んでいただけるようなそ

ういう散歩道、長崎で言えば歩いてまわるというか、ぶらさるとかなんとか言ってますけど、

（発言する者あり）さるくか。ごめんなさい。長崎さるくということで、歩いてまわるというこ

とにしておりますけれども、ここは私も何度も言いますけど、一応住民の生活を考えたときには、

そのことが一番適しているのかなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  市長、誤解のないように、今の登山道は赤道ということは理解

しております。ちょっと言葉のずれがあったかもしれません。 

 私、左側を歩きよるのかと実は思っていたんですよ。今私道の話があったから、それは理解し

ました。 
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 先ほどから言いますように、観光客だけ、だからそこを歩いていけばいいんですよ、が一つ。

住民がおりますから、私どもも何とかあつかって快適にしてやらなくちゃいけない。私ども、例

えば住民も、できれば車社会ですから、左側に行きたいじゃないですか、入り口まで。行ったら

バックして帰ってこないかんわけです。 

 そういうことじゃなくて、先ほどから冒頭にも話しましたように、まず名所と言えども、住民

が納得して、すばらしいところであると。このＣＡＴＶでも流れてますよね、清水山から撮った

風景が。すばらしいじゃないですか。そうなったときに、きれいになれば、登山道入り口までき

れいになれば、小学生でも幼稚園児でも行けるんですよ。そういった本当に見晴らしのいいとこ

ろをまず地元の方に見せてやるがためのことも前向きに考えて、観光客だけじゃなくて、お互い

いいようになった方がいいじゃないですか。という思いがあって、できることなら、そういった

動きを、もう私道なら私道でもいいです。市長が持ち主に言って、ちょっと使わせてくださいと。

嫌とは言いませんよ。なぜなら、持ち主が市長を選んでるわけですから。だから、話せば分かっ

てもらえるんじゃないですか。 

 だから、そういった可能性にかけて、やっぱり優しい観光地づくりをやっていただきたいなと

思いがあったので、この件についてはこんな話をしております。だから、あの登山道石階段を上

がっていって、怖いですよね。手すりはガタガタなんですから。それ地元の小さい子どもは上が

って行きなさいって言えんでしょうが、言えないですよ。だから、その話をしているんですね。

そこからならば。 

 それよりも、もう少し私道を通って、もう邪魔になるかも分かりませんけれども、有効利用が

できたらうれしいなと思いますが、もう一度いかがですか。 

○議長（初村 久苹君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  要は、ちょっと私、先ほどの話がよく見えなかったところがあるんで

すが、この私道の方は確かに道が一部狭いところがございます。車がまず離合ができない状況で

ございますが、これをまた広げるとなるとなかなか難しい問題もございますので、今後、離合場

所、そういったところが必要なところが確保できれば、そういったところはちょっと今後計画は

してまいりたいというふうには思います。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  ありがとうございます。 

 今、明確に、利用者が利用しやすいように考えますよという答弁だったと思います。そういう

ふうに、できることならば観光客のみならず、住民の方々も満足ができる体制を取りながら、地

主さんも含めて、何とか使用させてくれないかとかいうような話が市長ならできると思いますの
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で、そういったふうなことをお願いして、今回のおもてなしの心が満足がいってもらえるように、

共に頑張っていきたいなと思っておりますので、力強く押してください。よろしくお願いしまし

て、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（初村 久苹君）  これで、波田政和君の質問が終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（初村 久苹君）  以上で、本日予定しておりました市政一般質問は終わりました。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午前11時54分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


